
 

 

 

 

 

 

 

 

旧焼却施設の跡地については、「古紙・古布」及び「災害時用」のストックヤ

ードを整備する計画で、令和４年 10 月運用開始に向け現在工事に着手し取り

組んでいます。 

令和３年 11月の「クリーンセンターだより【第５号】」にてお知らせしまし

た旧焼却施設解体工事の区域内で確認された土壌汚染は、法令等に基づく土壌

汚染の対策工事を行い、令和４年３月に解体工事をしゅん工することができま

した。 

なお、土壌汚染対策工事後に敷地内の周辺環境調査を実施したところ、全て

の場所で基準値以内であったことも確認しています。 

引き続き、整備工事の施工に際しては、万全の安全対策を講じてまいります

ので、ご理解・ご協力をお願い申し上げます。 
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令和４年(2022 年)６月【第６号】 



整備工事の概要 

 

工 事 名 ： ストックヤード整備工事 

整備面積 ： 約 3,600 ㎡ 

内  容 ： 古紙・古布・資源物ストックヤード 

災害時用ストックヤード（平常時は、駐車場として使用） 

その他（小型家電・小型充電池等の保管場所、雨水貯留槽） 

運用開始 ： 令和４年 10 月（予定） 
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「クリーンセンターだより」 

平成 30 年度から本格稼働した新ごみ処理（焼却）施設の竣工を契機に、「寝屋川市クリーンセンター

だより」を発行し、近隣 32 自治会の皆様に施設の運営状況等の情報をお知らせしています。 

センターの運営につきましては、今後とも引き続き、環境と安全に最大限配慮し、安定的・効率的な

施設運営を行ってまいります。 


